
総

務

省

○

令
第
四
号

経
済
産
業
省

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効

率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（

令
和
元
年
法
律
第
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
規
則
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
調
査
票
の
回
収
又
は
提
出
の
手
続
等
）

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
調
査
票
の
回
収
又
は
提
出
の
手
続
等
）

第
十
五
条

次
に
掲
げ
る
調
査
票
の
回
収
又
は
提
出
の
手
続
は
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に

第
十
五
条

次
に
掲
げ
る
調
査
票
の
回
収
又
は
提
出
の
手
続
は
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利

関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

用
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
い

り
行
い
、
又
は
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

、
又
は
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
経
済
構
造
実
態
調
査
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

経
済
構
造
実
態
調
査
規
則
（
平
成
三
十
一
年
総
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
調
査
票
の
送
付
又
は
回
収
の
手
続
等
）

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
調
査
票
の
送
付
又
は
回
収
の
手
続
等
）

第
十
二
条

第
九
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
票
の
送
付
又
は
回
収
の
手
続
は
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の

第
十
二
条

第
九
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
票
の
送
付
又
は
回
収
の
手
続
は
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の

推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る

技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

［
２

略
］

［
２

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
工
業
統
計
調
査
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

工
業
統
計
調
査
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
調
査
票
の
提
出
）

（
調
査
票
の
提
出
）

第
十
一
条

［
略
］

第
十
一
条

［
同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
報
告
義
務
者
は
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
報
告
義
務
者
は
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理

す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報

組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
調
査
票
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

処
理
組
織
を
使
用
し
て
調
査
票
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
４

略
］

［
４

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の

簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


